
 2

〓お知らせ〓 

 

 

 

 

令和６年１０月よりＯＢＤ検査が開始されました。この度、日整連において、下記のとおり指定

工場がＯＢＤ検査への対応を進める上で活用可能な｢指定工場におけるＯＢＤ検査業務フロー｣を

作成しましたのでご活用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定工場における OBD 検査業務フローについて 
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営業時間 ９：００～１７：００ 
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令和６年１０月１日から「山梨県最低賃金」が改正されています。改正後の金額は、時間額９８

８円です。詳しくは、下記の山梨労働局賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 

 

       山梨労働局賃金室  （ＴＥＬ ０５５－２２５－２８５４） 

       甲府労働基準監督署 （ＴＥＬ ０５５－２２４－５６１６） 

       都留労働基準監督署 （ＴＥＬ ０５５４－４３－２１９５） 

       鰍沢労働基準監督署 （ＴＥＬ ０５５６－２２－３１８１） 

 

 

〓研修・講習会〓 

 

 

 

 

（一社）山梨県自動車整備振興会にて外国人自動車整備技能実習評価試験が行われ、その結果は下記

のとおりです。 

 

 

 

実施日 

初級学科試験 初級実技試験 

受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％） 

 

１月１８日（土） 

 

７ 

 

７ 

 

１００ 

 

７ 

 

７ 

 

１００ 

 

 

実施日 

専門級学科試験 専門級実技試験 

受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％） 

 

１月２５日（土） 

 

１ 

 

１ 

 

１００ 

 

１ 

 

１ 

 

１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人自動車整備技能実習評価試験の報告について 

山梨県内の最低賃金が改正されました 


